
乳乳業業メメーーカカーーがが支支払払うう
乳乳価価ののししくくみみににつついいてて

ホクレンと乳業メーカーとの平成２２年度生乳取引交
渉が６月に妥結しました。
平成２２年度の生乳需給をめぐる情勢は、平成２０年９

月のリーマンショックが引き金となった世界的金融危
機による景気低迷の継続により、乳製品需要が大幅に
減少し、かつ、昨年夏以降において全国的に飲用需要
が大幅に低下したこと等により、脱脂粉乳・バターの
大幅な過剰在庫が発生することが予測されました。
Ｊミルク注）の需要予測をもとに生乳計画生産目標を設
定すると、既存需要のみでは５％以上の生乳生産の減
少が必要と見込まれました。そのような情勢の中、北
海道の生乳生産基盤を維持するために新たな需要を掘
り起こすとともに、牛乳乳製品の需要量を回復させる
ことが、取引交渉の最大の焦点でした。
今回は、生産者の皆様には自明のことと思いますが、

乳業メーカーが支払う乳代のしくみについて、おさら
いしてみようと思います。

先般妥結した平成２２年度の用途別原料乳価格は、表
に示した通りとなっています。
現在、北海道では全ての用途について成分取引をし

ているので、乳量の大小で乳代が決まる訳ではなく、
乳成分何kg搾ったかが、乳代となります。以下にその
しくみを述べます。

表にある乳価は、各用途の基準乳価です。基準乳価
とは、FAT（乳脂肪分）３．５％、SNF（無脂乳固形分）
８．３６２％の生乳を基準としたときの乳価です（飲用向除
く全用途）。表の加工向のところに成分単価（FAT）
と成分単価（SNF）とありますが、これは、FATまたは
SNFの１g当りの単価（生乳１kg当りFATまたはSNF
０．１％に相当する）を示しており、加工向乳価を基本と
して算出されていて、FAT３．５％、SNF８．３６２％の時、表
に示した乳価となるように決まっています（成分単価
の算出方法は図１）。
乳業メーカーはその月に買入した生乳の成分値に従

い、基準乳価＋成分加算を支払います。（飲用向は
FAT３．５％、SNF８．３％を基準とし、各成分０．１％毎に
０．４０円加算）。

現在、北海道で生産されている生乳の平均成分値
は、FAT４．０％、SNT８．７％程度です。基準成分から上
回る成分量については、基準乳価に上乗せして支払わ
れることになりますので計算してみましょう。

FAT：４．０％－３．５％＝０．５％（＝５g）
FAT１g毎に０．７６５１円加算するので
０．７６５１円×５＝３．８２５５円

SNF：８．７％－８．３６２％＝０．３３８％（＝３．３８g）
SNF１g毎に０．４８０５円加算するので
０．４８０５円×３．３８＝１．６２４１円

合計 ３．８２５５＋１．６２４１＝５．４４９６円
となり、基準乳価＋５．４４９６円が支払われることになり
ます。
また、FAT３．５％、SNF８．３％の生乳であればどうなる

でしょうか。

用 途 区 分

平成２２年度

前 年
対 比

加 工 向

一 般 向 ６６．９６ －

成分単価（ＦＡＴ） ０．７６５１ －

成分単価（ＳＮＦ） ０．４８０５ －

飲

用

向

道内飲用向 １０９．４０ －

集団飲用向 ９６．９５ －

道外飲用向

北東北向 １０９．４０ －

南東北向 ９５．０９ －

関東以西向 ８９．２８ －

生乳向（着価格） 交渉中

成分調整牛乳向 ９０．６４ －

ＬＬ向
飲用向より
▲５円

－

はっ酵乳等向
はっ酵乳等向 ８４．７５ －

その他向 ８６．７５ －

生クリーム等向

生クリーム向 ７２．５０ ▲３．００

濃縮乳向 ７５．００ ▲２．００

脱脂濃縮乳向 ６６．９６ ▲１．００

その他向 ８３．７５ －

チーズ向
ゴーダ・チェダー向 ４６．００ －

その他向 ５０．００ －

表：平成２２年度用途別原料乳価格内容

注）Ｊミルク（社団法人日本酪農乳業協会）
生産者・乳業メーカー・販売業者が一体となり、牛乳乳製品の消費拡大を図るための普及・情報収集・調査研究事業や生乳生産・牛乳乳製品

の生産・流通・取引の合理化を図るための情報の収集・提供と課題の解決を推進するための事業を行っている。
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工場（またはＣＳ）に搬入された全ローリーから
サンプルを採取し、乳成分測定（毎旬１回以上）。
その加重平均成分値を、その旬の成績とする。
（合乳成分値の測定は北海道酪農検定検査協会が
実施する）

各旬毎の成分値が決定した後、月の加重平均値を
算出。これがその月の乳価支払の乳成分値となる

FAT：３．５％－３．５％＝０％（＝０g）
FAT１g毎に０．７６５１円加算するが、
基準成分と同じなので、０円。

SNF：８．３％－８．３６２％＝－０．０６２％（＝－０．６２g）
SNF１g毎に０．４８０５円加算するので
０．４８０５円×（－０．６２）＝－０．２９７９円

合計 ０－０．２９７９＝－０．２９７９円
となり、基準乳価－０．２９７９円となります。

また、乳業メーカーが乳価を支払う際の基準となる
乳成分値（合乳成分値）は以下のように決定されるこ
とになっています。

まとめますと、図２の通り、乳業メーカー支払乳価
＝各用途別の基本乳価＋成分加算＋消費税

となります。
以上、乳業メーカーが支払う乳価のしくみについて

説明しました。生産者の皆様にとって参考になれば幸
いです。

また、生産者に支払われる乳価は乳業メーカーが支
払う乳価だけではありませんので、ご案内しておきま
す。

各生産者の手取り乳価＝乳業メーカーの支払乳価（各
用途の加重平均乳価：通常プール乳価という）＋各種
補助金（加工原料乳補給金やチーズ等の補助金）－生
乳共販経費（ホクレンが生乳を販売するためにかかっ
た経費）－JA経費等（生乳検査料、集乳経費等）
となっています。
各生産者の乳成分値（個乳成分値）は、合乳と同様
に全バルクからサンプルを採取（毎旬１回以上）、乳成
分を測定し、旬・月の加重平均値を求め、乳価支払の
基準となる成分値を算出して決定されることになって
います（個乳成分値の測定は北海道酪農検定検査協
会・十勝農協連・JAが実施する）。

最後になりますが、雪印メグミルクグループは今後
さらに「乳」にこだわり、「生産者の想い」「消費者の笑
顔」と共に、新しい「乳」コミュニティを育んでまい
ります。牛乳乳製品の消費拡大を最大の使命と捉え、
「酪農生産への更なる貢献」に努力してまいりますの
で、今後ともどうぞよろしくお願いします。

（雪印メグミルク 酪農部 酪農グループ担当部長

板坂 丞時）

【成分加算乳価】

乳製品向：FAT０．１％毎に０．７６５１円
SNF０．１％毎に０．４８０５円加算

飲 用 向：各成分０．１％毎に０．４円加算
＋

消

費

税

【基準乳価】

乳製品向：FAT ３．５％
SNF ８．３６２％

飲 用 向：FAT ３．５％
SNF ８．３％

FAT価値比率４０％
６６．９６×０．４

＝２６．７８円

SNF価値比率６０％
６６．９６×０．６

＝４０．１８円

【FAT成分単価】

２６．７８円÷３５g＝
０．７６５１円／FATg

【SNF成分単価】

４０．１８円÷８３．６２g＝
０．４８０５円／SNFg

図１：成分加算単価の算出方法 図２：乳業メーカー支払乳代のまとめ

加工原料乳 ６６．９６円／kg

FATとSNFの価値配分比率は
４：６と決まっているのでそ
れぞれの価値価格を求める

それぞれの価値価格から成分
単価を求めるために、基準成
分量で除す
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